
 

 

61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 3 章：死亡者新規がん情報に関する 

通知に基づく届出 
 
がん登録等の推進に関する法律では、厚生労働大臣は、死亡者新規がん情報が判明したと

きは、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所の所在地の都道府

県知事その他の厚生労働省令で定める都道府県知事に対し、その旨並びに当該病院又は診

療所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める事項を通知するものとする、とされ

ています（第 14条）。 
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死亡者新規がん情報に関する通知に基づく届出 
 

通知を受けた都道府県知事は、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作成に係る病院又は診療所に

対し、法律に基づく一定の期間内に当該がんに関する届出が行われなかったものとして、遡って届

出を求めることができます。 

このように都道府県知事が死亡者新規がん情報に基づき、その死亡者情報票に係る死亡診断書の作

成に係る病院又は診療所に対して実施する調査を遡り調査といいます。 

 

死亡者情報票とは（第 11 条） 

市町村長が、戸籍法による死亡の届書その他の関係書類に基づいて作成する、死亡した者に関する

氏名、性別、生年月日、死亡の時における住所、死亡の日、死亡の原因、死亡診断書の作成に係る

病院又は診療所の名称及び所在地その他の厚生労働省令で定める情報の電磁的記録又はこれらの

情報を記載した書類 

 

死亡者新規がん情報とは（第 12 条） 

全国がん登録情報と死亡者情報票と照合し、その結果判明した、全国がん登録データベースに記録

されるべき情報であって、死亡者情報票によって新たに把握されたがん情報 

 

遡り調査の方法 

遡り調査の対象となった病院等に対して、調査対象の氏名、性別、生年月日、死亡の時における

住所、死亡の日、死亡の原因等が都道府県登録室から専用様式（遡り調査票）で通知されます。

病院等は、調査対象のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われた時点の、その診

療の過程で得られた当該原発性のがんに関する情報の届出を行います。 
 

遡り調査票の内容について 

遡り調査に基づく届出事項には、通常の届出と同じ項目の他、当該病院等で発行された

死亡診断書の記載内容と死亡者情報票の記録に矛盾がないかを確認する項目がありま

す。 
 
①病院等の名称、④氏名、⑤性別、⑥生年月日、⑦診断時住所、⑨原発部位、⑩病理診

断は、死亡者情報票に記録された情報で通知されます。病院等の記録と矛盾があるとき

は修正をお願いします。 
 

届出の方法 

遡り調査票は、セキュリティに配慮された方法で病院等から都道府県の登録室に移送されなければ

なりません。 

届出の具体的な方法は、病院等の所在地の都道府県が通知します。 

  



第 3章：死亡者新規がん情報に関する通知に基づく届出 

64 
 

当該病院等で発行された死亡診断書の記載内容と死亡者情報票の記録に矛盾 

死亡診断書のがんについて 
調査への対応 

区分 意味 

1 通常回答 
調査票に記載されたがんの診断をし

たが、届出が漏れていた場合 

調査対象のがんについ

て、詳細情報を調査票に

記入し、届出します。 

2 
死亡診断書に記載のがん

は調査対象とは異なる 

当該患者のがんの診断をしたが、調

査票の原発部位等が異なる場合 

・行政による死亡者情報票作成時の

間違い等 

修正情報とともに、正しい

詳細情報を調査票に記入

し、届出します。 

3 死体検案 
死体検案のため詳細情報を持たな

い 調査票の「死亡診断書の

がんについて」の該当する

区分をチェックし、届出しま

す。 

詳細情報の記入は必要あ

りません。 

4 
死亡診断書には調査対象

のがんの記載なし 

死亡診断書に「がん」の記載なし。 

・行政による死亡者情報票作成時の

間違い等 

5 調査対象者の該当なし 

・行政による死亡者情報票作成時の

間違い等、 

・死亡診断医師・遺族の誤記等 

6 
調査対象腫瘍の詳細診療

情報なし 

死亡診断書を作成し、「がん」の記載

をしたが、診断・治療病院ではないた

め詳細情報はない場合 

調査票の「死亡診断書の

がんについて」の該当する

区分をチェックし、届出しま

す。 

初回診断・治療を実施した

病院等の名称が分かれ

ば、備考欄に記入してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・死亡診断書と死亡者情報票 

市区町村において各届出書及び死亡診断書等に基づいて死亡票等の調査票が作成され、保健所、

都道府県で調査票の審査が行われ、厚生労働省で人口動態統計として取りまとめられています。 

がん登録等の推進に関する法律に基づく死亡者情報票には、この市区町村が作成する人口動態調

査票死亡票の情報を共通で用いられます。 
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見本 遡り調査票  
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